
令和５・６年度 出水市建設工事入札参加資格申請要領 

 

 

 令和５・６年度において、出水市が発注する「建設工事」の入札に参加を希望される方は、

次の要領により申請書を提出してください。 

 なお、申請書の内容の一部については、情報公開制度の開示対象となりますので、あらかじ

めご了承ください。 

 

１ 主な変更事項等 

⑴ 技術的適性等に関する事項（技術職員）（様式５）の変更について 

  技術的適性等に関する事項（技術職員）（様式５）について、記載方法を変更しました。 

 記載方法の詳細については、別紙記載例を参照してください。 

 

 ⑵ 証明書（印鑑証明書、納税証明書、登記事項証明書、代表者身元証明書）の発行日の指

定について 

   令和４年１１月１日以降に発行されたものを提出してください。 

 

２ 受付対象 市内業者 

※ 市内業者とは、以下のいずれかに該当する者とします。 

⑴ 常時契約を締結する事務所として出水市内に本社又は本店（以下「本店等」という。）を

有し、かつ、営業所の実態が確認できる者 

⑵ 常時契約を締結する事務所として出水市内に支社、支店、事業本部又は営業所（以下「支

店等」という。）を有し、かつ、営業の実態が確認できる者 

⑶ 本市区域内に過去に本店等を置き、現在において鹿児島県内に主たる許可営業所を有し、

かつ、本市に許可営業所を置く者で、営業の実態が確認できる者 

※ 上記に規定する「常時契約を締結する事務所」とは、請負契約等の見積り、入札、契

約締結及び履行等、契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいいます。 

 

３ 資格要件 

  次の各号のいずれにも該当する者とします。 

 ⑴ 建設業法第２条第３項に規定する建設業者であること。 

⑵ 地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

⑶ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 暴力団 

イ 役員等が、暴力団員等であると認められる法人等 

ウ 暴力団又は暴力団員等が、その経営に実質的に関与している法人等 

エ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加 

える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用している法人等 

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して、いかなる名義をもってするかを問わず、 

金銭、物品その他の財産上の利益を不当に提供し、又は関与している法人等 

カ 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有するためにこれ 

らを利用している法人等 

キ 役員等が、暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をするためにこ 

れらを利用している法人等 

 



 ⑷ 次のいずれにも該当しない事業主であること。 

  ア 健康保険法第３条第３項に規定する適用事業所の事業主であって、同法第４８条の規

定による被保険者の資格の取得に関する届出を行っていないもの 

  イ 厚生年金保険法第６条第１項の規定する適用事業所の事業主であって、同法第２７条

の規定による被保険者の資格の取得に関する届出を行っていないもの 

  ウ 雇用保険法第５条第１項に規定する適用事業を行う事業主であって、同法第７条の規

定による被保険者となったことの届出を行っていないもの 

⑸ 令和３年４月１日から令和４年３月３１日の間に迎えた営業年度の決算日を基準日とす

る建設業法第２７条の２３の規定による経営事項審査を受けた者であること。 

 

４ 受付期間 

  令和４年１２月１２日（月）から令和５年１月３１日（火）まで（ただし、閉庁日を除く。） 

  受付時間：午前８時３０分から午後５時１５分まで 

  ※ 受付期間満了後の受付はいたしません。 

 

５ 申請書等の入手方法 

市ホームページからダウンロード（印刷）するか、出水市役所本庁舎契約検査課、高尾野

支所総合市民課及び野田支所総合市民課で配布します。 

 

６ 申請書等の提出方法 

  出水市役所本庁舎契約検査課へ直接持参又は郵送してください。 

ただし、郵送の場合は令和５年１月３１日（火）午後５時１５分までに契約検査課に必着

とします。（郵送による提出で、受付証が必要な場合は、返信用ハガキを同封してください。） 

 

７ 提出先及び問い合わせ先 

  出水市 政策経営部 契約検査課 契約係 

〒８９９－０２９２  

出水市緑町１番３号  

   電話 ０９９６－６３－２１１１（内線 ４７１１・４７１３） 

 

８ 入札参加資格の有効期間 

  資格審査に合格した者の有効期間は、令和５年４月１日から令和７年３月３１日まで（２

年間）です。 

 

９ 提出書類 

 ⑴ 提出書類は別表のとおりです。 

 ⑵ Ａ４紙ファイル（縦置き・色指定なし）の表紙・背表紙に「令和５・６年度 入札参加

資格申請書」、「商号」、「電話番号」及び「ＦＡＸ番号」を記入のうえ、別表番号順に綴じ

て提出してください。※詳しくは別添提出用フラットファイルイメージを御確認ください。 

  

10 その他 

 ⑴ 登録期間中に許可が失効したり、経営事項審査の有効期限（決算日から１年７月）が切

れると入札参加資格を失いますので、更新の都度、必要な書類を提出してください。 

 ⑵ 営業所の専任技術者、技術者等、申請内容に変更があった場合は、速やかに変更届を提

出してください。 



【提出書類】 

番

号 
提出書類 様式 備考 

1 建設工事入札参加資格審査申請書 様式１  

2 建設業許可書の写し   

3 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し  
審査基準日が R3.4.1～R4.3.31のもの。ただし、最新のもの

がある場合は、両方提出すること。 

4 営業所一覧表 様式２ 
本市に本店以外の営業所がある場合は、建設業許可申請書類

の営業所一覧表（別紙２）の写しを併せて提出すること。 

5 登記事項証明書（履歴事項全部証明書）の写し  
Ｒ4.11.1以降に発行されたもの 

（※個人の場合は、事業主の身元証明書） 

6 営業の沿革 様式３  

7 工事経歴書 様式４ 建設工事の種類ごとに作成すること。(R2、R3年度分) 

8 技術的適性に関する事項（技術職員） 様式５ 

営業所ごとに作成すること。 

建設業許可申請書類の専任技術者証明書（様式第８号）の写

し及び専任技術者一覧表（別紙４）を添付すること。 

実務経験者については、建設業許可申請書類の「実務経験証

明書」（様式第９号）の副本の写しを添付すること。 

9 技術職員の健康保険被保険者証（写し）の提出用紙 様式 5-1 保険証等３箇月以上雇用していることを証する書類を添付 

10 技術職員の資格証等（写し）の提出用紙 様式 5-2 資格等を証する書類を添付 

11 技術的適性に関する事項（技術者経歴書） 様式６  

12 技術的適性等に関する事項（その他） 様式７  

13 社会活動等に関する事項 様式８ 
職場体験学習受入れとそれ以外のボランティアは記入する書

式が異なるので注意すること。 

14 産業廃棄物収集運搬業許可証の写し  許可を受けている場合は、提出すること。 

15 
(公社)全国解体工事業団体連合会が認定した解体工事

施工管理技士の資格証の写し 
 取得者がいる場合は、提出すること。 

16 
(一社)日本鉄道施設協会が認定した工事管理者、列車

見張員、重機械運転者の資格証の写し 
 取得者がいる場合は、提出すること。 

17 
常用雇用している消防団員の健康保険被保険者証（写）

の提出用紙 
様式 8-1 

対象者がいる場合は、［様式 5-1］の対象者も含めて、保険証

等常用雇用していることを証する書類を添付すること。 

18 
常用雇用している障がい者等の健康保険被保険者証

（写）の提出用紙 
様式 8-2 

対象者がいる場合は、［様式 5-1］の対象者も含めて、保険証

等常用雇用していることを証する書類を添付すること。 

19 
新卒で採用した常用雇用者の健康保険被保険者証（写）

の提出用紙 
様式 8-3 

対象者がいる場合は、［様式 5-1］の対象者も含めて、保険証

等常用雇用していることを証する書類を添付すること。 

20 新規学卒者の卒業証書等（写）の提出用紙 様式 8-4 対象者がいる場合は提出すること。 



21 新規学卒者雇用等届出書 様式 8-5 対象者がいる場合は提出すること。 

22 舗装用機械一覧表 様式９ 

実際に稼働可能な機械のみ記載すること。 

（※必要に応じ実地調査をします。また、車検が必要な機械

は車検証の写しを添付すること。） 

23 使用印鑑届 様式 10 
実印と使用印を押印すること。実印を使用する場合は、使用

印欄にも実印を押印すること。 

24 印鑑証明書（写し可）  Ｒ4.11.1以降に発行されたもの 

25 委任状 様式 11 支店等に委任する場合 

26 保険料納入証明書（写し可）  

<社会保険料等>直近月分の領収書の写し 

<労災保険料・雇用保険料>労働基準監督署発行のもの 

Ｒ4.11.1以降に発行されたもの 

27 
建設業退職金共済事業加入・履行証明書（写し可）又

は中小企業退職金共済事業加入証明書（写し可） 
 未加入の場合は申立書を提出すること。 

28 ＩＳＯ認証の登録証の写し  
登録証だけでは適用サービスが確認できない場合は、付属書 
の写しも提出すること。 

29 納税証明書（写し可）  

(未納がない旨の証明書) 

本市に支店等がある場合は本社所在地及び本市の納税証明書 
〇法人の場合に提出するもの 

 市税 法人市民税、固定資産税、軽自動車税、 

市県民税特別徴収分 
  県税 法人事業税、自動車税 
  国税 法人税、消費税及び地方消費税[様式その３の３] 

〇個人の場合に提出するもの 
  市税 市県民税、固定資産税、軽自動車税、 

国民健康保険税 

  県税 個人事業税、自動車税 
  国税 所得税、消費税及び地方消費税[様式その３の２] 
（注１）電子納税証明書は不可 

（注２）Ｒ4.11.1以降に発行されたもの 
 

30 
誓約書 

自己及び自社の役員等の名簿 
 指定様式で作成すること。 

《留意事項》 
 ・保険証の写しを提出の際は、被保険者記号・番号を必ず黒塗りしてください。 

 ・上記に定めるもののほか、必要に応じて別途提出書類を求めることがあります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



記入要領 

 

１ 建設工事入札参加資格審査申請書 [様式１] 

 ⑴ 申請者となる市内営業所に、専任技術者が配置されている建設工事が対象になる。 

 

 ⑵ 申請を希望する建設工事の「申請の有無」の欄に「〇」印を付けること。 

   特に営業の主力とするものには「●」印を付けること。 

 

 ⑶ 申請者となる市内営業所に、専任技術者が配置されていない建設工事については申請対象外とな

るので注意すること。（他の支店等に該当する専任技術者が配置されている場合であっても、申請対

象外となる。） 

 

 ⑷ 申請を希望しない建設工事、申請対象外の建設工事の欄については空欄で提出すること。 

 

２ 営業所一覧表 [様式２] 

 ⑴ この様式については令和４年１２月１日現在で作成し、様式の末尾にある記載要領に従って記入

すること。 

 

 ⑵ 本市に本店以外の営業所がある場合は、建設業許可申請書別紙２の営業所一覧表の写しを提出す

ること。 

 

３ 営業の沿革 [様式３] 

  様式の末尾にある記載要領に従って記入すること。 

 

４ 工事経歴書 [様式４] 

  様式の末尾にある記載要領に従って記入することとし、記載事項が１葉で終わらない場合は、同一

の様式を複写すること。 

 

５ 技術的適性に関する事項（技術職員） [様式５] 

 ⑴ 令和４年１２月１日現在において３箇月以上の継続雇用にある技術者（事業主を含む。）について、

別紙記載例に従って記入することとし、記載事項が１葉で終わらない場合は、同一様式を複写する

こと。 

 

 ⑵ 各技術者について、保険証等３箇月以上雇用していることを証する書類と資格証等の写しを添付

すること。添付書類の提出方法については、[様式５－１]及び[様式５－２]の記載要領に従って作

成すること。 

 

⑶ 建設業許可申請書類の専任技術者証明書（様式第８号）の写し及び専任技術者一覧表（別紙４）

を添付すること。 

 

 ⑷ 建設業法第７条第２号ハに該当する実務経験者については、建設業許可申請書類の「実務経験証

明書」（様式第９号）の副本の写しを添付すること。 

 

 

 



６ 技術的適性に関する事項（技術者経歴書） [様式６] 

  様式の末尾にある記載要領に従って記入することとし、記載事項が１葉で終わらない場合は、同一

様式を複写すること。 

 

７ 技術的適性等に関する事項（その他） [様式７] 

 ⑴ 鹿児島県又は出水市主催の研修会への参加状況 

  ア 研修会出席者の氏名及び生年月日を記入すること。 

  イ 複数の者が出席している場合は、代表して１名の者について記入すること。 

 

⑵ ＩＳＯ９０００認証取得の状況 

  ア 国際標準化機構が規格化した品質保証システム（ＩＳＯ９０００シリーズ）を令和４年１２月

１日時点に認証取得済みで、適用範囲に示された事業内容（適用サービス）が、入札参加資格審

査の申請を行う業種を含むものである場合に記入すること。 

  イ 「ＩＳＯの種類」の欄の（  ）内は、具体的な種類[例：（９００１）]を記入すること。 

  ウ 「認証取得の有無」の欄は、認証取得している場合「〇」印を付けること。 

  エ 確認のために申請書に登録証の写しを添付すること。（登録証だけでは適用サービスが確認でき

ない場合は付属書も添付すること。） 

 

⑶ 出水市水道事業指定給水工事事業者の指定状況 

  ア 指定を受けている場合は、「指定の有無」欄に「〇」印を付けること。 

  イ 指定年月日を記入すること。なお、指定年月日は、合併前の旧市町による指定の場合がありま

す。 

 ⑶-１ 出水市水道修繕工事等当番店の受託状況 

    令和４年度において、当番店を受託している場合は、「受託の有無」欄に「〇」印を付けるこ 

と。 

 ⑶-２ 出水市水道修繕工事施工実績 

  ア 出水市水道修繕工事等当番店受託者が令和２年４月１日から令和４年３月３１日までの期間内 

に施工した水道修繕工事の実績を記入すること。 

  イ 「確認」及び「合計（確認欄〇の数）」の欄は記入は不要。 

  ウ 記載事項が１葉で終わらない場合は、同一の様式を複写すること。 

 

 ⑷ 建設業に関連した表彰実績 

  ア 平成３１年４月１日から令和４年３月３１日までの期間内に受賞した表彰を記入すること。 

  イ 会社に対する表彰 

   (ア) 公的団体とは、国及び地方公共団体が出資・寄付行為を行っている財団法人、社団法人及び

特殊法人とします。 

   (イ) ①～⑧は事例として記入してあるが、建設業に関連した表彰を受けている場合は、⑨以降の

欄に表彰の名称等を記入すること。（欄が不足する場合は、本様式を複写すること。） 

   (ウ) 「令和元年度」、「令和２年度」、「令和３年度」の欄は、該当する年度に「〇」印を、「〇」

印の合計個数を「合計「〇の数」」欄に記入すること。 

   (エ) 確認のために申請書に表彰状の写しを添付すること。（Ａ４サイズ） 

  ウ 個人に対する表彰 

   (ア) ①～⑤に掲げてある表彰で申請した技術職員が被表彰者である場合についてのみ記入する

こと。 



   (イ) 「①県土木部優良工事等表彰（優秀技術者表彰）」及び「②県農政部公共事業工事等表彰（優

秀技術者表彰）」については、本庁部長表彰についてのみ記入すること。 

   (ウ)  「令和元年度」、「令和２年度」、「令和３年度」の欄は、該当する年度に「〇」印を、「〇」

の合計個数を「合計（〇の数）」の欄に記入すること。 

   (エ) 確認のために申請書に表彰状の写しを添付すること。（A４サイズ） 

８ 社会活動等に関する事項 [様式８] 

 ⑴ 出水市内でのボランティア活動の状況（公共施設（道路、河川、水路、海岸、学校等）への愛護

活動や地域における奉仕活動、市内小中学校の職場体験学習受入れ等） 

  ア 平成３１年４月１日から令和４年３月３１日までの期間内に実施したボランティア活動につい 

て、職場体験学習受入れについては②の様式に、それ以外のボランティア活動については①の様式

に記入すること。欄が不足する場合は、各様式を複写すること。 

   (ア) 活動内容の例（様式①） 

     ・道の日、橋の日、海の日等の愛護活動 

     ・道路、河川、水路、海岸、学校等の清掃作業 

     ・学校施設、老人ホーム等の電気設備の点検・補修（無償のものに限る。） 

     ・公園施設等の遊具の点検・補修（無償のものに限る。） 

     ・「学校行事」、「地域のイベント活動」に係る会場設営、重機の提供 

     ・通学路等の安全パトロール、こども１１０番 

     ・行方不明者の捜索活動 

   (イ) 「令和元年度」、「令和２年度」、「令和３年度」の欄は、該当する年度に「〇」印を、「〇」

の合計個数を「合計（〇の数）」の欄に記入すること。 

イ 建設会社（個人経営は事業主）として実施・参加したボランティア活動を記入すること。（個人

資格のボランティア活動は除く。） 

  ウ 確認のための写真、新聞記事等の活動内容が確認できる資料を整理番号順に添付すること。 

    なお、建設会社自身による証明書（事実の申立書、事実に相違ないことの誓約書等）は認めな

いので注意すること。なお職場体験学習の受入れについてはボランティア活動の証明書は必要あ

りませんが、受入れ状況を確認できる資料がある場合は添付してください。 

 

 ⑵ 出水市との災害支援（防災）協定の締結状況 

  ア 令和４年１２月１日時点で出水市と災害支援（防災）協定を締結している団体に加入している

場合に記入すること。 

  イ 加入している場合、「災害支援（防災）協定の締結の有無」の欄に「〇」印を、「締結年月日」

の欄に、出水市と防災協定を締結した日を「加入団体名」の欄に加入している団体名を記入する

こと。 

  ウ 確認のために出水市と災害支援（防災）協定を締結している防災協定書の写し及び加入してい

る団体が発行する加入証明書を添付すること。 

 

 ⑶ 出水市内での災害支援活動 

  ア 平成３１年４月１日から令和４年３月３１日の期間内に実施した災害支援活動の実施状況を記

入すること。（欄が不足する場合は、本様式を複写すること。） 

   (ア) 災害支援活動の例（市管理施設以外の施設を対象とした活動も対象となります。） 

      ・災害発生時における道路・河川等への緊急出動 

      ・道路、河川等への防災パトロール 

      ・鳥インフルエンザの防疫消毒作業 



   (イ)  「令和元年度」、「令和２年度」、「令和３年度」の欄は、該当する年度に「〇」印を、「〇」

の合計個数を「合計（〇の数）」の欄に記入すること。 

  イ 確認のために写真、新聞記事等の活動内容が確認できる資料を整理番号順に添付すること。 

    なお、建設会社自身による証明書（事実の申立書、事実に相違ないことの誓約書等）は認めな

いので注意すること。 

 

 ⑷ 出水市消防団員の雇用状況 

   令和４年１２月１日時点の消防団員数（常用雇用労働者に限る。）及び当該消防団員氏名並びに分

団名を記入すること。また、当該消防団員が、常用雇用労働者であることを確認できるもの（保険

証等）の写しを添付すること。 

 

 ⑸ 出水市内の事業所での障がい者等の雇用状況 

  ア 令和４年１２月１日時点の常用雇用労働者総数、常用雇用労働者のうち身体障がい者手帳、精

神障がい者手帳又は療育手帳の交付を受けている障がい者数等を記入すること。 

  イ 法定雇用義務とは、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づく法定雇用率が適用される場

合のことをいう。（令和４年１２月１日時点で常用雇用労働者総数が４５．５人以上の事業所） 

  ウ 確認のために「①法定雇用義務がある場合」は、障がい者雇用状況報告書の写し（公共職業安

定所の受付印のあるものに限る。）を、「②法定雇用義務がない場合」は、雇用障がい者全員の障

がい者手帳の写し、精神障がい者手帳の写し又は療育手帳の写しを添付すること。 

  エ 当該障がい者が、常用雇用労働者であることを確認できるもの（保険証等）の写しを添付する

こと。 

 

 ⑹ 男女共同参画支援・子育て支援 

  ア 令和４年１２月１日時点で育児休業制度、介護休業制度を就業規則に規定している場合にそれ

ぞれ「〇」印を付けること。 

  イ 確認のため以下の書類を添付すること。 

    商号又は名称、育児休業、介護休業制度の内容が確認できる就業規則の写し。（常用雇用労働者

数１０人以上の事業所については、労働基準監督署の受付印のあるものに限る。） 

 

 ⑺ 建設業退職金共済制度・中小企業退職金共済制度の加入状況 

  ア 建設業退職金共済制度又は中小企業退職金共済制度に加入している場合、「加入の有無」の欄に

「〇」印を付けること。 

  イ 確認のため、建設業退職金共済制度については、「建設業退職金共済事業加入・履行証明書」を、

中小企業退職金共済制度については、「中小企業退職金共済事業加入証明書」を添付すること。 

  ウ 専門工事業者等で常勤役員、常勤職員のみで施工している場合は、申立書を提出すること。 

 

 ⑻ 環境マネジメントの認証取得の状況 

   ＩＳＯ１４０００認証取得の状況 

 ア 国際標準化機構が規格化した環境マネジメントシステム（ＩＳＯ１４０００シリーズ）を令和

４年１２月１日時点に認証取得済みで、適用範囲に示された事業内容（適用サービス）が、入札

参加資格申請を行う業種を含むものである場合に記入すること。 

  イ 「ＩＳＯの種類」の欄の（  ）内は、具体的な種類[例：（１４００１）]を記入すること。 

  ウ 「認証取得の有無」の欄は、認証取得している場合「〇」を付けること。 

  エ 確認のために申請書に登録証の写しを添付すること。（登録証だけでは適用サービスの確認がで

きない場合は付属書も添付すること。） 



 

⑼ 職業訓練生派遣 

   出水共同高等職業訓練校へ常用雇用労働者を訓練生として派遣した期間、人数及び当該訓練生の

氏名を記入すること。ただし、対象期間内に卒業した者に限る。（対象期間 平成３１年４月１日か

ら令和４年３月３１日まで） 

   

 ⑽ 保護観察対象者の雇用支援 

  ア 令和４年１２月１日時点の鹿児島県協力雇用主会又はＮＰＯ法人鹿児島県就労支援事業者機 

構に登録している場合に「○」印をつけること。 

  イ 確認のために鹿児島県協力雇用主会又はＮＰＯ法人鹿児島県就労支援事業者機構が発行した登

録されていることが分かる書類の写しを添付すること。 

 

 ⑾ 新規学卒者等雇用 

対象期間内に雇用した常用雇用労働者の中に、学校教育法で規定した学校又は専修学校の新規卒

業者がいる場合に、対象者の人数を記載すること。（対象期間 平成３１年４月１日から令和４年３

月３１日まで） 

なお、対象者については［様式８－５］の新規学卒者等雇用届出書に記入すること。対象者署名

欄は、必ず本人が直筆で記入すること。 

 

９ 舗装用工事機械一覧表 ［様式９］ 

  本表は、稼働可能な舗装用機械を所有している場合に、様式の末尾にある記載要領に従って記入す

ること。 


